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障害者の雇用の促進等に関する法律（抜粋） 
 

（障害者活躍推進計画作成指針） 

第七条の二 厚生労働大臣は、国及び地方公共団体が障害者である職員がその有する能力を

有効に発揮して職業生活において活躍することの推進（次項、次条及び第七十八条第一

項第二号において「障害者である職員の職業生活における活躍の推進」という。）に関す

る取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、障害者雇用対策基本方針に基

づき、次条第一項に規定する障害者活躍推進計画（次項において「障害者活躍推進計画」

という。）の作成に関する指針（以下この条及び次条第一項において「障害者活躍推進計

画作成指針」という。）を定めるものとする。 

２ 障害者活躍推進計画作成指針においては、次に掲げる事項につき、障害者活躍推進計画

の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 障害者活躍推進計画の作成に関する基本的な事項 

二 障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要

事項 

３ 厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

（障害者活躍推進計画の作成等） 

第七条の三 国及び地方公共団体の任命権者（委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同

じ。）は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、当該機関（当該任命権者の委任を受け

て任命権を行う者に係る機関を含む。）が実施する障害者である職員の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する計画（以下この条及び第七十八条第一項第二号におい

て「障害者活躍推進計画」という。）を作成しなければならない。 

２ 障害者活躍推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成し

ようとする目標 

三 実施しようとする障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の

内容及びその実施時期 

３ 厚生労働大臣は、国又は地方公共団体の任命権者の求めに応じ、障害者活躍推進計画の

作成に関し必要な助言を行うことができる。 

４ 国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成し、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成し、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも一回、障害者活躍推進計画に基づく

取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画に基づく取組を実施するととも

に、障害者活躍推進計画に定められた目標を達成するように努めなければならない。 
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原則として「ひと」を直接的に形容するときは、「害」を「がい」と表記する、あるいは可能な

場合には他の言葉で表記しています。ただし、次に掲げる場合を除きます。 

（１）法令（市の条例、規則等を含む。）上の表記 

 （２）国の法令や条例等に基づく制度や施設名の表記 

 （３）法人、団体等の固有名詞の表記 

 （４）出先の施設名 

 （５）事務事業名（予算上の事業名等） 

 （６）公文書（申請書関係含む） 

 

【例】人を直接的に形容する場合⇒「障がい者」、「障がいのある人」など 
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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景・目的 

 

障がいのある人の就労意欲が高まっている中で、障がいのある人が希望や能力、適性を十

分に生かし活躍することが一層重要となってきています。 

 こうした中で、障がいのある職員の職業生活における活躍の推進に関する各機関による自

律的なＰＤＣＡサイクルを確立するため、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年

法律第１２３号。以下「障害者雇用促進法」という。）が改正され、同法第７条の３第１項の

規定に基づき、国及び地方公共団体の障がい者の雇用について、障がい者活躍推進計画（以

下「計画」という。）を作成することとされています。 

 この計画は、本市の障がい者雇用の現状や課題を踏まえ、障がい者一人ひとりが活躍でき

る組織環境を整備し、障がい者雇用を重点的に推進すること、そして職業能力の開発及び向

上を目指し、障がい者の雇用の質を向上することを目的として策定するものです。 

 

２ 計画の期間・対象 

 

 本計画では、社会経済状況の変化や職員ニーズの変化に対応できるよう、令和７年度から

令和１１年度までの５年間を計画期間とし策定します。 

なお、毎年度の実施状況を点検し、必要に応じ計画の見直しを実施することとします。 

 

３ 計画策定体制 

 

 計画の策定にあたっては、各任命権者の所管する部署における障害者雇用推進者、障がい

のある職員、関係業務等の職員で構成する「障がい者活躍推進計画策定委員会」を設置しま

した。 

職場環境等の現状把握し、すべての職員が能力を発揮できる職場環境づくりを進めるため、

障がいのある職員にアンケート調査を実施し、結果等を基に本市の課題を分析し、審議を重

ね、本計画を策定しました。 

 

４ 周知・公表 

 

 策定又は改定を行った計画は、庁内電子掲示板等を通して、すべての職員に対して周知す

るとともに、市公式ホームページに掲載して公表します。 

 数値目標の達成状況及び計画に掲げる取組の実施状況等についても、毎年度公表します。 
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  第２章 本市の状況と課題 

１ 障がい者の雇用状況 

 

 

本市では、障がいのある人を対象とした職員採用試験を実施し、障がい者の雇用に取り組

んでいます。 

採用試験時には、障がいのある受験者の障害の特性を可能な限り配慮しながら実施してい

ます。また、平成２８年度試験からは、受験対象を「身体障がい者」としていたところを「障

がい者」と改め、障害の種別によらない募集要件に変更するなど、受験者がチャレンジしや

すい環境を整えてきました。 

 また、採用試験時には、受験者が十分にその実力を発揮できるような環境への配慮に努め

ています。 
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障がいのある人の職業の安定を図ることを目的とし、国・地方公共団体等の事業主には、

障がいのある人の法定雇用率が定められ、法定雇用率に相当する人数以上の障がいのある人

の雇用が義務付けられています。 

国・地方公共団体は、障がい者雇用を率先垂範する立場として、民間企業より高い法定雇

用率が課されており、障害者雇用促進法に基づき、毎年６月１日現在の職員の任免に関する

状況を厚生労働大臣に通報する義務が課されています。 

なお、雇用率において、障がいのある職員とは障害者手帳の交付をうけ、総務部人事課お

よび市立医療センター事務部総務課で把握している職員を指します。 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市長部局 

教育委員会 
※ 

2.52％ 

(不足数:0) 

2.58％ 

(不足数:0) 

2.60％ 

(不足数:0) 

2.55％ 

(不足数:0) 

2.78％ 

(不足数:0) 

市立医療センター 
2.22％ 

(不足数:0.5) 

1.94％ 

(不足数:1.5) 

2.79％ 

(不足数:0) 

3.28％ 

(不足数:0) 

3.23％ 

(不足数:0) 

法定雇用率 2.5％ 2.6％ 2.6％ 2.6％ 2.8％ 

※市長部局、教育委員会については、平成２３年１２月７日付けで特例認定を受けており、 

合算の雇用率を報告している。

※消防本部、上下水道部（令和２年度～令和４年度：水道部）、議会事務局、選挙管理委員

会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局は１人以上の障がい者の任用義務が生じな

い機関であるため、除いている。

 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１年定着率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

※定着率は、個人情報保護の観点から、計画策定主体ごとではなく、統計として掲載して

いる。 

 

 

 



 

4 
 

 

障がい者一人ひとりが職業を通じた自立を実現し、障がいの有無にかかわらず、すべての

職員が相互に個性を尊重しあいながら共生する組織を実現するため、令和２年度より、職場

等の満足度に関するアンケート調査を実施しています。 

 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

全体評価 66.7% 70.0% 58.3% 72.7% 72.7％ 

仕事内容 66.7% 60.0% 75.0% 63.7% 72.7％ 

業務量 66.7% 40.0% 41.7% 45.5% 72.7％ 

作業環境 54.1% 30.0% 25.0% 63.7% 68.2％ 

相談体制 66.7% 40.0% 41.6% 63.7% 68.2％ 

勤務上の配慮 45.8% 60.0% 33.4% 36.4% 50.0％ 

※アンケート調査は、障害者手帳の交付をうけ、人事課で把握している職員を対象に実施    

し、回答があったものの統計となるため、未回答は計上していない。 

※調査結果は、個人情報保護の観点から、計画策定主体ごとではなく、統計として掲載し

ている。 
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２ アンケート調査 

 

計画の策定にあたり、職場環境等の現状把握し、すべての職員が能力を発揮できる職場環

境づくりを進めるため、障がいのある職員を対象に、アンケート調査を令和７年１月に実施

しました。 

  

【実施状況】 

 〇対象者 障がいのある職員全員（障害者手帳の交付を受け、人事課および医療センター

事務部総務課で把握している職員）  

〇回答率 ８０％ 

 

【アンケート内容】各回答割合の合計は、端数処理の関係で 100％にならない場合があります。 

 

 
 

 

「いる」  57％ 

・困った時は同僚や上司に相談できる。 

・体の調子を気にかけてくれます。 

・人事課職員数名。 

「いない」 43％ 

・周囲の人達が多忙を極めていて相談出来ない。 

・誰に相談してよいかわからないため。 

・家族以外の相談はしづらい環境です。 

「そう思う/ややそう思う」 68％ 

・上司や同僚が理解してくれていて配慮もしてくれる。 

・業務で配慮をしてもらっている。 

・夜勤の仕事もあり心身疲れる事があるが、身体を動

かす仕事ではないので、働きやすい方だと思う。 

「あまりそう思わない/そう思わない」 28％ 

・障害特性に見合う業務内容ではない。 

・上司や同僚の理解は、現状、個人の裁量によるもの

となっている。 
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「あまりそう思わない/そう思わない」 46％ 

 
・周囲の知識不足。人によっては差別意識がある。 

・見た目で分からない為、理解してないと思う 

・まだ障害者雇用に関して基礎知識や配慮等の受け入れ

体制が整っていない。 

「そう思う/ややそう思う」 47％ 

・周囲の人が自分の障がいの特性を理解してくれてい

る。 

・障がいについて理解はしていただけているとは思う

が、過度の理解がされていることがある。 

「そう思う/ややそう思う」 61％ 

・導線を確保してくれている。 

・保健室等があり、休憩スペースがある。 

・電話をイヤホン型に変えて貰った。 

・出入口の近くの席にしてくれている。 

「あまりそう思わない/そう思わない」 32％ 

 
・狭い場所に配置されていて出入りや作業がしづらい。 
 
・障害者雇用の人数分の椅子も確保されておらず、 
 

近くの課の書類等の荷物置き場と化していて迷惑。 
 
・休憩スペースがない 
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「適している/やや適している」 72％ 

・通院が必要だが、休暇がとりやすい環境である。 

・現状は融通がきくため適している。 

・勤務時間の短縮契約となっている。 

「適している/やや適している」 68％ 

・時期によって波がありますが適切な業務量だと思い

ます。 

・時間外の業務等は配慮してもらっている。 

・障害によりできない業務が付与されているというこ

とはない。 

「あまり適していない/適していない」 25％ 

・障害特性上、苦手な業務が多く付与されている。 

・業務量の多さ。 

・現場に出向く事があり、公用車を使用するため徒歩

でとりにいくだけでが体力消耗してしまう。 

・見た目ではわからない障害なので、障害に合った就労支援機器は職場でも出来たらお願いしたいです。 

・業務量や割り振りに不安が出た場合に相談できる案内がほしいです。 

・障害者の採用を推進するのはとてもいい事と思うが、採用した際には、その方の向き不向きや職場環境等のヒアリングを行っ

て頂きたいです。今後、病気やケガなどで障害者になってしまう方がおられた際には職場復帰できる環境を整える事も必要と

思うので、全職員が障害者と向き合う意識、理解を深める必要があると思います。 

・チーム内でなく、相談できる窓口が欲しい。 

・本庁舎敷地内駐車場の利用を要望します。 

「あまり適していない/適していない」 21％  

・休暇を取ると休暇明けの業務がひっ迫するので、休

みづらい。 

・土日に病院に通院しているが、病院の性質上、込み

合うので平日に行きたい。しかし、平日だと有給休

暇がかなり削られてしまう。 
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３ 課題のまとめ 

 

令和６年度（令和６年６月１日現在）の雇用状況は、法定雇用率における必要雇用数を満

たしていますが、令和８年７月から、法定雇用率を２．８％とする経過措置が終了し、３.０％

へ引き上げとなること等も踏まえ、引き続き計画的な雇用が必要となります。 

 また、法定雇用率における必要雇用数は満たしている一方、障がいのある職員がさらに活

躍していくためには、更なる体制の整備や各種取組の推進が必要となります。 

 

比較的相談がしやすい環境であることや、勤務制度、業務量が適しており、約７割の方が春

日部市役所は働きやすい職場と回答しています。 

 また、前回（令和２年５月）のアンケート結果と比較すると、職場環境が整備されている

との回答が約７％増えていることが明らかとなりました。 

 一方で、前計画で課題とした周囲の人の理解について、改善が見られませんでした。また、

相談体制が整っていないとの回答が約１０％増えており、今後は、研修などを通じて職場全

体で障害についての理解を深めるとともに、相談体制を整備していくことが課題となります。 
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第３章 障がい者活躍推進に向けた取組 

１ 取組内容 

 

この計画は、障害者雇用促進法第３条、「障害者である労働者は、経済社会を構成する労働

者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。」とい

う基本的理念を踏まえ、本市の状況把握及び課題分析から抽出された課題に対し、障がい者

理解の推進、障がいのある職員が働きやすい組織づくりなどの取組を実施するものです。 

次に掲げる取組により、障がい者一人ひとりが職業を通じた自立を実現し、障害の有無に

かかわらず、すべての職員が相互に個性を尊重しあいながら共生する組織を実現するための

ものとします。 

  

１－１ 組織体制の整備 

（１）庁内推進体制の整備 

①障害者雇用推進者の選任 

任命権者ごとに障害者雇用推進者を選任し、内部の責任体制を確立する。障害

者雇用推進者は、障がい者の雇用の促進及び継続を図るため、組織一体となり、

障がい者雇用の推進に関する取組を実施する。  

 

 

 

 

 

②障害者雇用推進チームの設置 

各任命権者に選出された障害者雇用推進者、関係部署実務責任者を構成員とし、

「障害者雇用推進チーム」を設置する。 

※構成員は、必要に応じ変更・追加することができる。  

 

 

 

 

 

 

〇障害者雇用推進者（令和元年９月６日選任済） 

総務部人事課長、上下水道部経営総務課長、消防本部総務課長、市立医療

センター事務部総務課長、学校教育部教育総務課長、議会事務局次長、選

挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局次長、農業委員会事務局次長 

〇障害者雇用推進チーム 

・障害者雇用推進者 

総務部人事課長、上下水道部経営総務課長、消防本部総務課長、市立医療

センター事務部総務課長、学校教育部教育総務課長、議会事務局次長、選

挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局次長、農業委員会事務局次長 

・関係部署実務責任者 

 財務部財政課長、財務部管財課長、福祉部障がい者支援課長 

毎年、本計画の実施状況の点検・見直し等を行う。 
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（２）相談体制の整備 

①障害者職業生活相談員の選任 

各必要部署に、障がいのある職員の職業生活全般においての相談、指導等を行

うため、職業生活相談員を選任する。 

 

 

 

 

 

②多様な相談体制の確保 

障がいのある職員の相談場所を確保するとともに、外部関係機関と連携体制を

構築し、障害者の採用・職場定着を推進する。 

 

 

 

 

【相談体制イメージ】 

 

〇障害者職業生活相談員（令和元年１２月５日選任済） 

・障害者職業生活相談員には、障がい者雇用管理その他の労務に関する

事項についての実務に従事した経験を有する者を選任する。 

・相談員については、人事異動等により変更が生じるため、定期的に変

更・更新を行う。 

※相談員の配置については、障がいのある職員に個別に通知する。また、

各部署からの相談等にも対応するため、全庁的にも周知を行う。 

人事課の相談窓口について、各課への通知やグループウェアの活用、

研修等を通して周知を図るともに、関係各課と連携した相談体制を整

える。また、特に職場定着に関する取組等について、必要に応じて、

埼玉労働局、埼玉公共職業安定所、その他障がい者が利用している支

援機関に専門的知見を求め、各種相談や職場環境の改善の参考とする。 
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１－２ 職員の意識啓発、支援者の育成 

（１）障害の特性に関する理解の促進 

①職員研修の実施 

 職員の障害についての理解の促進を図るため、必要な研修の実施や情報の周知

をし、意識の啓発を図る。 

・障害についての理解に関する研修を実施する。 

・「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座（e-ラーニング版。 

厚生労働省）」等を周知・活用する。 

 

（２）支援者の人材育成 

①障害者職業生活相談員の育成 

 障害者職業生活相談員に選任された職員を育成し、スキルアップを図る。 

 

 

 

 

２－１ 環境の整備 

（１）就業環境の整備 

①基礎的環境整備 

  

 

 

 

 

 

②就労支援機器の購入の検討 

 

 

 

 

 

 

 

障害者職業生活相談員に選任された職員（選任予定の者を含む。）は、埼

玉労働局が開催する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講する。 

基礎的環境整備として、障がいのある人が利用しやすい環境を整備（多目

的トイレ、ローカウンターの設置、段差の解消など）する。また、障がい

のある職員の要望を確認し、障害者雇用推進チームにおいて、基礎的環境

の整備を検討していく。 

障がいのある職員からの要望を踏まえ、就労支援機器の購入を検討する

（拡大読書器、読み上げソフト等）。 

※電話機能ソフトおよびハンドセットの導入実績あり。 
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（２）多様で柔軟な働き方の推進 

①勤務時間管理制度の活用 

障がいのある職員が、個々の障害の特性にあった勤務ができるよう、既にある

各種制度の活用について検討し、多様で柔軟な働き方の推進を図る。 

 

 

 

②年次有給休暇等の取得促進 

障害の特性上必要な通院のため、年次有給休暇等を取得しやすい環境を整備す

る。  

 

 

 

３－１ 職員の募集 

（１）採用説明会の実施 

①採用説明会 

採用説明会を通じ、障がいのある人と職員の相互理解を深め、障がい者の雇用

を促進する。 

 

 

 

 

（２）選考における合理的配慮 

①障害の特性に配慮した募集・採用 

障がい者からの要望を踏まえ、面接において手話通訳者を配置するなど、障害

の特性に配慮した選考方法や職務の選定を工夫し、知的障がい者、精神障がい者

（発達障がい者を含む）及び重度障がい者の積極的な採用に努める。 

 

 

 

 

時差出勤・早出遅出制度の柔軟な時間管理制度やテレワーク勤務などの

既存制度の活用について検討する。また、本人の希望に応じた短時間労

働による就業について研究する。 

一般職員の募集と併せて、会計年度任用職員の募集を行う。会計年度任

用職員において、本人の希望を踏まえつつ、段階的に勤務時間を引き上

げることを検討する。 

 

春日部市を志望する人を対象とした採用説明会の中で障がいのある人の

受入れを行う。 

障害に対する理解を深めることで、障がいのある職員の申出による年次

有給休暇等を取得しやすい環境を整備する。 
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②募集の際の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 効果的な業務選定・キャリア形成 

（１）適性業務の把握・選定 

①面談の実施 

 

 

 

②障がいの特性に配慮したキャリア形成 

各個人の就労の状況や希望を適切に把握し、多様な業務を経験できるようキャ

リア形成支援を行う。 

 

 

 

 

４－１ その他の取組 

（１）優先調達 

①障害者就労施設等への発注 

 

 

 

 

  

以下の事項を取り扱わない。 

・特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。 

・自力で通勤できることといった条件を設定する。 

・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 

・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられるこ

と」といった条件を設定する。 

・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

等を踏まえ、市で直接雇用するだけでなく、障害者就労施設等への発注

を通じて障がい者の活躍の場の拡大を推進する。 

新規採用職員および人事異動に伴い部署異動となった対象者に必要に

応じて面談を行い、業務の適切なマッチングができているか点検を行い

検討を行う。 

意向調査等を活用し、障がいのある職員の個々の能力や特性、就労の状

況を把握し、業務の選定・配置を検討する。 
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第４章 数値目標 

１ 推進に向けた目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・障がいのある人の実雇用率 

【各年度】当該年６月１日時点の実雇用を法定雇用率以上にする。 

（参考）令和６年６月１日時点の実雇用率：２.７８％（法定雇用率２.８％） 

※必要雇用数を満たしているため、雇用率を達成している。 

・評価方法 

毎年の任免状況通報（労働局へ雇用率の報告）により把握・進捗管理を行う。 

 

・障がい者雇用の理解 

障害についての理解に関する研修などを通して、障がい者雇用についての理解を

促進する。 

 

・評価方法 

全庁的なアンケート調査を実施する。 

 

・障がいのある人の実雇用率 

【各年度】当該年６月１日時点の実雇用を法定雇用率以上にする。 

（参考）令和６年６月１日時点の実雇用率：３．２３％（法定雇用率２.８％） 

・評価方法 

毎年の任免状況通報（労働局へ雇用率の報告）により把握・進捗管理を行う。 
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・障がいのある職員の定着率 

不本意な離職者を極力生じさせない 

 

・評価方法 

毎年度末、人事管理記録を基に、当該年度採用者の定着状況を把握・進捗管理

を行う。 

 

 

・ワーク・エンゲ ジメント 

【各年度】前年度の満足度の全体評価を上回る。 

※ワーク・エンゲージメントとは、「仕事から活力を得ていきいきとしている」（活力）、「仕

事に誇りとやりがいを感じている」（熱意）、「仕事に熱心に取り組んでいる」（没頭）の３

つが揃った状態として定義される。ワーク・エンゲージメントが高い人ほど仕事にやりが

いを感じ、いきいきとしていることを示す。 

※計画初年度は目標を設定せず、実態に関するデータを収集する。 

・評価方法 

毎年４月時点で在籍している障がいのある職員（新規採用を除く）に対し、ア

ンケート調査を実施し、満足度を把握する。 

（参考）満足度の全体評価：〇〇％ 


